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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第７７号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は、妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

平成３０年５月１１日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下

「実施機関」という。）に対して「県が管理する（国定公園に関する事業変更書類全

部（Ｈ２９年度）環境首都課」についての公文書公開請求（以下「本件請求」という。）

を行った。

２ 実施機関の決定

平成３０年５月２５日、実施機関は、本件請求に係る公文書については、「平成２

９年度に実施機関では、自然公園法に係る国定公園の区域における国定公園事業の変

更は行っていないため、当該公文書を作成し、又は取得しておらず、文書が不存在で

ある」ことを理由とする公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」という。）

を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成３０年５年２９日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。

４ 諮問

令和５年６月２７日、実施機関は、徳島県情報公開・個人情報保護審査会（以下「当

審査会」という。）に対して、当該審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）

を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

あるべき書類（本来）国定公園エリア及びエリアに属する所であるため、無いのは

可笑しい。県は無いとする証拠を提示するべきである。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。

（１）審査請求人は、公文書の件名欄に「１．天神丸（風力発電事業）に関する事業に

対して、民間事業者に対する相談窓口の記録と回答 ２．県が管理する（国定公園
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に関する事業変更書類全部（Ｈ２９年度）１．環境管理２．環境首都課」と記し、

本件請求を行っている。

（２）本件請求の当時、天神丸（山の名称）の周辺では、民間事業者による風力発電事

業の計画について取り沙汰され、また、新聞報道がなされていた。

（３）（１）及び（２）に記したことから、審査請求人は、（２）に記した民間事業者

による風力発電事業への県の対応に関心を寄せ、当該事業が国定公園の区域におい

て計画されているのではないかと考え、これに関連して、自然公園法（昭和３２年

法律第１６１号）第１０条第４項及び第６項に基づき、それ以前に実施機関が決定

し公示していた公園事業について、何らかの変更がなされたのではないかと想像し

て本件請求を行ったのではないかと思料する。

（４）この点、実施機関は、平成２９年度において、それ以前に実施機関が決定し公示

していた公園事業についての変更は一切行っておらず、したがって、本件請求の対

象となる公文書を保有していない。

以上により、条例第１２条第３項の規定に基づき本件処分を行ったものである。

なお、天神丸周辺において風力発電事業が取り沙汰されていた場所は、自然公園

法第５条の規定に基づき、環境大臣が、徳島県知事の申出により、区域を定めて指

定した国定公園の区域内に位置していないことを申し添える。

第５ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和５年６月２７日 諮問

令和６年７月２２日 審議
第１部会（第１３回）

同 年 ８ 月 ２ ６ 日 審議
第１部会（第１４回）

第６ 審査会の判断

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 本件事案の対象公文書について

実施機関は、本件請求に係る公文書を「県が管理する（国定公園に関する事業変更

書類全部（Ｈ２９年度））」と特定し本件処分を行っている。これに対して、審査請求

人は、あるべき書類として、国定公園エリア及びエリアに属する所であるため、無い

のはおかしいと主張しているため、以下、当該公文書の保有の有無について検討する。
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２ 本件公文書の保有の有無について

実施機関の弁明書によると、平成２９年度において、それ以前に実施機関が決定し

公示していた公園事業についての変更は一切行っておらず、本件請求の対象となる公

文書は保有していないとのことである。

自然公園法第９条では、国定公園に関する公園事業（以下「国定公園事業」という。）

は都道府県知事が決定することとなっており、国定公園事業を決定したとき、廃止又

は変更したときは、その概要を公示しなければならないと規定されている。

当審査会において、平成２９年度の徳島県報を確認したところ、国定公園事業につ

いての変更は掲載されておらず、本件請求に係る公文書の存在をうかがわせる事実は

確認できなかった。

以上により、本件請求に係る公文書を保有していないとの実施機関の説明に不合理

な点はない。

３ 結論

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。
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